
 

 

第 2次日野市下水道プラン（後期計画）（素案）パブリックコメント実施要領 

 

1. 意見募集について 

下水道とは公衆衛生の向上、都市の健全な発達および公共用水域の水質保全に貢献し、さらには、宅地

や道路等に降った雨水を速やかに排除し浸水被害を軽減する等、私たちが快適で、安全・安心に生活して

いく上で不可欠な社会資本の一つです。 

日野市の下水道は、公共用水域の水質保全や生活環境の改善、浸水の防除等を目的に事業を進めて

きました。その結果、市内を流れる多摩川・浅川等の河川水質が向上し、市民の憩いの空間や生物の生息

空間が形成されるようになりました。 

しかし、近年の気象変動により増加した集中豪雨がもたらす都市型水害への対策、大規模地震が発生し

た際の被害軽減の対策、膨大な量の下水道施設の維持管理、人口減少による使用料収入の減少等の

様々な課題に直面しています。 

こうした現状の課題に対して、中・長期的視野に立ち、今後進むべき方向性や課題解決に向けた取組方

針を示すものとして、第 2次日野市下水道プラン（後期計画）の策定を進めております。 

この度、素案としてまとまりましたので、市民の皆様のご意見を広く募集するものです。 

 

2. 意見募集期間 

令和８年２月２日（月曜日）から３月３日（火曜日）まで 

 

3. 資料の入手方法 

「第 2次日野市下水道プラン（後期計画）（素案）」は、令和８年２月２日（月曜日）より、次の方法で入手する

ことができます。 

 

（1） 日野市ホームページでの閲覧・ダウンロード 

日野市ホームページ http://www.city.hino.lg.jp/ 

ページＩＤ：1030127 

（2） 窓口での閲覧 

次の窓口で閲覧することができます。※配布は行っておりません。 

閲覧場所 閲覧できる時間（令和８年２月２日（月曜）より） 

下水道課 

月曜日から金曜日 

午前８時 30分から午後５時まで 

※ 土・日曜日、祝日は休み 

中央図書館 
火曜日から金曜日 

午前 10時から午後 7時まで 

土・日曜日、祝日 

午前 10時から午後 5時まで 

※ 月曜日は休館（ただし、月曜日が祝日の場合は開館） 

高幡図書館 

日野図書館 

多摩平図書館 

平山図書館 

百草図書館 

市政図書室 月曜日から土曜日 

午前８時 30分から午後５時まで 

※ 日曜日、祝日は休み 

七生支所 

豊田駅連絡所 

 

  



 

 

4. 意見の提出方法 

次のいずれかの方法で意見書に必要事項を記入のうえ、令和８年３月３日（火曜日）までに提出してくださ

い。なお、日野市パブリックコメント手続実施要綱（令和元年 11 月５日制定）に基づき、原則、（１）日野市地

域共創プラットフォームにより意見等を提出してください。 

 

（1） 日野市地域共創プラットフォームによる方法 

① 日野市地域共創プラットフォーム 

（https://hinotane.liqlid.jp/）にアクセスしてください。 

 

 

② 画面右上のログインボタンから、ユーザー登録又はログインをしてください。 

③ 意見の投稿は、日野市地域共創プラットフォーム内のスペース「第 2次日野市下水道プラン（後期計

画）（素案）」から行えるので、画面左側の「三」ボタンか、トップページ下部の「スペース一覧」から選

択してください。 

④ 「トップ」から、詳細をご確認ください。 

⑤ ご意見・ご感想は、「第 2 次日野市下水道プラン(後期計画)（素案）についてご意見をお寄せくださ

い」右側の「新規投稿」からお寄せください。 

⑥ 日野市地域共創プラットフォームによるご投稿にあたっては、次の事項にご留意くださいますようお

願いいたします。 

(ア) ご利用いただくためには、ユーザー登録及びログインが必要です。 

(イ) ユーザー登録に当たって表示される各種運用ポリシー等をあらかじめご確認ください。 

(ウ) 書き込みには、文字数制限があります。何度でも投稿いただけますので、ポイントごとに投稿を分け

るなど、簡潔な記載にご協力をお願いします。 

 

（2） 日野市地域共創プラットフォームによらない方法 

A４サイズの用紙に意見を記載して下水道課に持参、もしくは封書で送付してください。なお、封書に

は、朱書きで「第 2次日野市下水道プラン(後期計画)（素案）について」と記載してください。 

 

5. 注意事項 

（1） 意見は、日本語で記載してください。 

（2） 提出いただいた意見はすべて公開される可能性があることを、あらかじめご承知おきください。 

意見の募集期間内に到達しなかったもの及び下記のいずれかに該当するものは、無効とします。 

① 個人や特定の団体を誹謗中傷するもの 

② 個人や特定の団体の財産又はプライバシーを侵害するもの 

③ 個人や特定の団体の著作権を侵害するもの 

④ 公序良俗に反するもの 

⑤ 営業活動等営利を目的としたもの 

（3） 提出いただいたご意見に対する市の回答は、日野市ホームページで行います。 

個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。 

 

6. 問合せ先 

日野市環境共生部下水道課 ※祝日を除く月曜日から金曜日の午前 8時 30分から午後 5時まで 

日野市日野本町１丁目 7番地の 2 旧生活・保健センター分室２階 

電話番号 042-514-8329（直通） 



 

 

 

 



 

 

 

 


